
魚沼市新規起業等にぎわい創出支援事業補助金
事業所を設置し、創業する方の事業開始、異業種参入の事業開始に要する経費、第二創業の事業開始に要する経費、創
業後3年未満の事業者が行う広告宣伝による販路開拓に要する費用の一部を助成します。

新潟県魚沼市

助成型（※2）

起業・創業 / 市場開拓・海外展開

・中小企業者又は個人であること。
・店舗の営業時間は、午前10時から午後6時までが含まれていること。
・既存の店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこ
ととし、賃貸借期間の開始日から1か月以内に申請すること。

2022年4月1日～

3万円～50万円 ※事業により異なる。給付要件参照。

(1)新規創業：30万円、補助率1/2
(2)異業種参入：30万円、補助率1/2
(3)第二創業：50万円、補助率1/2
(4)創業後3年未満の事業者が行う広告宣伝による販路開拓：3万円、補助率1/3
※(1)～(3)は事業開始に必要な機械設備・工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経
費等が対象、(4)は広告宣伝費が対象

募集期間は随時受付（予算の範囲内で募集）

産業経済部 商工課
TEL：025-792-9753

https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2018101000032/

- 1 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2018101000032/
http://www.tcpdf.org

